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【いじめ防止等対策検討会議】 
（学校いじめ対策組織）[法22条] 

 

 

 

児童生徒・教師・保護者・地域住民 等 

いじめ（と疑われる）事案の発生 

担任・学年又は活動グループ担当・教科担任・養護教諭・教育相談担当等 

教育委員会 

学校安全課 

Tel (058)272-8853 

管理職 

校長・教頭・部主事 
いじめ担当者 

（生活支援部長） 

Tel (058)231-6500 

【関係機関】 
・岐阜北警察署 

Tel (058)295-4509 

・中央子ども相談センター 

Tel (058)201-2111 

・岐阜地方法務局 

Tel (058)245-3181 

・該当の市役所・役場 

・希望が丘こども医療福祉

センター入所児支援係 

Tel  内線 71・164 

生活支援部長・担任・学年又は活動グループ担当・ 

養護教諭・教育相談担当 等 

（必要に応じて） 

スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、

弁護士、医師、警察官経験者 等 

早期発見 

 

通報 

全て報告 

全て
報告 

連携 

全て
報告 

支援 

（アンケート調査等を含む） 

 

管理職（校長・教頭・部主事） 

記録開始 ５W1H 

【（緊急）職員会議】 
 

いじめの認知 

事実関係の把握 

対応方針の決定 

いじめの有無の判断 

 等 

事案内容を全教職員に報告、周知 

指導方針・役割分担等を全教職員で共通理解 

いじめ問題克服に向けて全教職員で適切かつ迅速に対処 

・教育相談コーディネーター・養護教諭・○○○○担当・

○○○○担当 等 

組織的対応 

情報共有 

継続的な支援及び指導 

いじめを受けた児童生徒又はその保護者に対する支援 

いじめを行った児童生徒に対する指導又はその保護者に対する助言 
 

地域担当 

生徒指導主事 

Tel 080-8820-7288 

 

 

事案に応じて、校内
メールでの情報共有 
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【児童生徒】 

登下校時の表情 

 心身の不調 

 欠席 

 友だちとのかかわり 

つぶやき 

授業 

日記 等 

【教師】 

保護者との引継 

連絡ノート 

学校生活 

会話 

心のアンケート 

生活（いじめ）についての

アンケート等 

【保護者・病棟】 

教師との引継 

連絡ノート 

会話 

面談（病棟）等 

        

【地域等】 

連絡 

会議 等 

担任・学年又は活動グループ担当・教科担任・養護教諭等に相談 

いつもと違う様子だと感じたとき 

いじめ（と疑われる）事案の発生として 

 

 

各部の教育相談担当（生活支援部） 

生活支援部長 

被害者視点で 
日常的ないら立ち＝ストレスになっていることに目を向ける 

＜例＞ ① 対人関係やコミュニケーションがうまくいかない人 

② グループに入れない人 

③ 自分一人で問題解決をしようとしている人 

④ 自分が周囲の人に迷惑になっていると思っている人 

＜表情・症状・行動＞ 

・日常と違う様子、表情が乏しい、うつむき加減、反応が少ない、ため息、朝起きられない、興味・関心の

喪失、不安やイライラ、おう吐、腹痛、急激な学力低下、集中できない、投げやりな態度、事故やけがの

繰り返し、登校渋り、引きこもり等 

＜人とのかかわりの中で＞ 

・こそこそ話していた、笑われた、物をとられた、壊された、たたかれた、つねられた、けられた等の嫌な

思いをしたことや、痛い思いをしたこと 

＜ポロっとつぶやいた一言＞ 

・「つまらないな」「疲れたな」「行きたくないな」等 

※いじめられている人が「いじめ」かもしれないと気付けるような、被害者を真ん中にした「いじめ認知」

を広げるようにする。 

※加害者への対応ばかりではなく、被害者の気持ちに寄り添った指導や支援を行い、対処の仕方を身に付け

る力を育てていく。 

児童生徒に対する支援として、本人が選択できるように「４つのケア」を提示する。 

① セルフケア 

② 担任によるケア 

③ 生活支援部（教育相談）によるケア 

④ スクールカウンセラーや外部専門機関によるケア 

※安心・安全で楽しく過ごせる生活環境を整えて、居心地がよくなることがゴール 


